
平成２６年度 事務事業評価シート

1

3

Ⅲ

単位
基準値

Ｈ16
実績値

Ｈ25

人 412 506

か所 0 1

Action

事業の目的 年度

対象者等
※ハード事業
の場合は、施
設名を記載

事業の内容
根拠法令、条例、
要綱等

指標名 単位
Ｈ24
実績

Ｈ25
実績

Ｈ26
目標

Ｈ27
目標

Ｈ28
目標

Ｈ29
目標

Ｈ24
決算

Ｈ25
決算

Ｈ26
予算

Ｈ27
予算案

Ｈ28
予算案

Ｈ29
予算案

国庫
支出金

道
支出金

重度心身障害者医
療給付事業費補助
金

44,516 38,178 53,204 53,204 53,204 53,204

地方債

その他
重度高額医療費戻
入金、返戻金

33,085 34,428 25,274 25,274 25,274 25,274

一般
財源

46,132 46,075 58,620 58,620 58,620 58,620

13321001 123,733 118,681 137,098 137,098 137,098 137,098

国庫
支出金

道
支出金

地方債

その他

一般
財源

7,240 7,110 7,150 7,150 7,150 7,150

13321002 7,240 7,110 7,150 7,150 7,150 7,150合　計

－ － － － －

Ｈ26

上記のとお
り

上記のとおり実施中 上記のとおり

Ｈ25

上記のとお
り

上記のとおり 上記のとおり

Ｈ25

上記のとおり

－ － －

事業実施中に不断の事務改善
を検討・実施しております
が、事業内容に変更はありま
せん。

維持

　本事業により、障がい児世
帯の経済的負担の軽減が図ら
れている。
　他障がい制度などを利用す
ることによって発生する負担
額など、障がい児世帯を取り
巻く状況を考えると、手当の
大幅な減額や廃止は難しい。

　事業を継続し、
引き続き障がい児
世帯の経済的負担
の軽減を図り、障
がい児の福祉の増
進に努めていく。

60 65 65 65 65

Ｈ24
以前

心身に重度
の障がいの
ある児童の
保護者

　心身に重度の障がいのある児童（20歳未満）
を介護及び養育している保護者に対し介護手当
を支給した。

登別市重度心身障
害児介護手当支給
条例、登別市重度
心身障害児介護手
当支給条例施行規
則 支給対象者数 人 63

Ｓ51 － ソフト
一般
会計

　障がい児世帯の
経済的負担を軽減
することにより、
障がい児の福祉の
増進を図ることを
目的とする。

Ｈ24

上記のとおり実施中 上記のとおり

Ｈ26

上記のとおり

合　計

2 2-①

重度心身障
害児介護手
当給付費 保健

福祉
部

障害
福祉
Ｇ

94,363 93,169 － － － －

1 2-①

重度心身障
害者医療費
助成事業 保健

福祉
部

年
金・
長寿
医療
Ｇ

Ｓ48

Ｈ26

上記のとおり

維持

　重度心身障害者に係る医療
費を助成することにより、経
済的負担が軽減され、保健の
向上が図られる。

引き続き、原則、
北海道医療給付事
業補助要綱に基づ
き実施していく。

－ － － －

Ｈ24
以前

事業実施中に不断の事務改善
を検討・実施しております
が、事業内容に変更はありま
せん。

Ｈ25

上記のとおり

　重度心身障害者の通院、入院、指定訪問看護
の医療費に対する助成を行った。
（※年齢や住民税の課税状況、加入している健
康保険等により助成内容が異なる。）

登別市重度心身障
害者医療費助成条
例、登別市重度心
身障害者医療費助
成条例施行規則、
北海道医療給付事
業補助要綱

受給者数（年度末
現在）

人 1,230 1,198

上記のとおり 上記のとおり

受給者１人あたり
の年間助成額（年
間助成額/平均受給
者数）

円

－ ソフト
一般
会計

　重度心身障害者
の医療費に係る経
済的負担を軽減
し、障がい者福祉
の向上を図ること
を目的とする。

Ｈ24

重度心身障
害者（登別
市重度心身
障害者医療
費助成条例
第３条に規
定）

Ｈ25

上記のとお
り

Ｈ26

上記のとお
り

名称

評価の判断理由、特記事項
など
（妥当性、有効性、効率性、成
果）

今後の事業の方
向性
【Ｈ27以降】

事業
区分

会計
種別

Plan  ・  Do Check

事業概要 事業の成果、目標 各年度の決算額、当該年度の予算額、今後の予算案　【　単位　：　千円　】
第２期基本計画第３次実施計画期間
中（Ｈ24～Ｈ26）における事業内容の
変更・改善等の状況

評価
ＮＯ 施策

事業名
【事務事業
コード】

部名及びグ
ループ名

開始
年度

終了
年度

3-② ３　障がい者の社会参加の促進 ②　文化スポーツ活動の支援と指導者の育成 ・障がい者が心豊かな生活を送ることができるよう、スポーツ・レクリエーション・文化活動を行う場の整備を図るとともに、参加する機会の拡充に努めます。

2-⑥ ２　障がい者（児）の自立支援 ⑥　生活環境の整備
・障がい者や高齢者等すべての市民に配慮した公共施設等の整備・改善の推進に努めます。
・障がい者の自立生活に配慮した住宅、住環境の整備に努めます。
・障がい者が安全かつ身体的な負担が少ない方法で、自由に行動ができ、移動性に配慮した環境整備に努めます。

3-① ３　障がい者の社会参加の促進 ①　障がい者団体の自主的活動支援 ・障がい者団体と連携を図りながら、自主的な社会参加活動を支援し、団体の育成と組織の活性化に努めます。

2-④ ２　障がい者（児）の自立支援 ④　保健・医療・療育体制の整備
・障がい児の早期発見、早期治療等を関係者の密接な連携のもとに、総合的かつ効果的に推進するため、障がい児地域療育推進協議会の充実に努めます。
・子ども発達支援センター機能の強化・充実など、障がい児の早期発見、各種相談、情報提供、関係機関との連携を図り、療育体制の充実に努めます。

2-⑤ ２　障がい者（児）の自立支援 ⑤　就労支援の充実

・障がい者の雇用を促進するため、啓発活動や助成制度を周知し、事業主の理解と協力のもと、就労訓練の場の確保に努めます。
・障がい者が就労の機会を得ることができるよう、各種助成制度等の周知や就労相談支援体制の充実に努めます。
・一般雇用に就くことが困難な障がい者に、働く場を提供する授産施設の充実に努めます。
・障がい者（児）が子どもやお年寄りなど市民と広く交流できる共生サロン事業所を開設し、各事業所の特性を生かした交流が活発に行われるよう推進・支援します。

2-② ２　障がい者（児）の自立支援 ②　相談支援体制の充実 ・障がい者が安心して相談できるよう、相談支援センターを設置し、相談体制の充実に努めます。

2-③ ２　障がい者（児）の自立支援 ③　ボランティアや福祉団体の育成支援
・ボランティア活動の推進や育成を図るため、必要な知識や技術を習得する研修や体験の機会を提供し、ボランティアの育成に努めます。
・ボランティアセンターを中心とするネットワークづくりを障がい者団体等と協働し、ニーズ（需要）に対応する体制の充実に努めます。
・町内会ごとに地域住民が参加、協力して暮らせるように支援活動を行う小地域ネットワーク活動を支援し、その充実に努めます。

1-① １　障がい者（児）への理解 ①　心のバリアをなくす市民意識の醸成 ・障がいのある人もない人もすべての市民が、相互に理解を深めるための交流や啓発の促進に努めます。

2-① ２　障がい者（児）の自立支援 ①　生活支援の充実
・障がい者が住みなれた地域で自立した生活が送れるよう、在宅支援の充実に努めます。
・障がいに応じた施設整備を、既存施設の活用等を視野に入れながら、関係団体等と連携し、その充実に努めます。

施策
コード

施策の基本的な方向 主要な施策 具体的な内容

864

指標② 相談支援事業所数 1 1 1 1 － 3

実績値
Ｈ24

実績値
Ｈ26

目標値
Ｈ27

指標① 自立支援受給者実人員数 462 467 483 495 －

目標 住み慣れた地域で自立した生活を送る障がい者を増やす。

指標名
中間値

Ｈ21
実績値

Ｈ22
実績値

Ｈ23

章 やさしさと共生するまち

節 誰もが安心して暮らせるまちをつくる

施策 障がい者福祉の確立



Action

事業の目的 年度

対象者等
※ハード事業
の場合は、施
設名を記載

事業の内容
根拠法令、条例、
要綱等

指標名 単位
Ｈ24
実績

Ｈ25
実績

Ｈ26
目標

Ｈ27
目標

Ｈ28
目標

Ｈ29
目標

Ｈ24
決算

Ｈ25
決算

Ｈ26
予算

Ｈ27
予算案

Ｈ28
予算案

Ｈ29
予算案

名称

評価の判断理由、特記事項
など
（妥当性、有効性、効率性、成
果）

今後の事業の方
向性
【Ｈ27以降】

事業
区分

会計
種別

Plan  ・  Do Check

事業概要 事業の成果、目標 各年度の決算額、当該年度の予算額、今後の予算案　【　単位　：　千円　】
第２期基本計画第３次実施計画期間
中（Ｈ24～Ｈ26）における事業内容の
変更・改善等の状況

評価
ＮＯ 施策

事業名
【事務事業
コード】

部名及びグ
ループ名

開始
年度

終了
年度

国庫
支出金

地域生活支援事業
費補助金

5,172 4,917 7,082 7,082 7,082 7,082

道
支出金

市町村地域生活支
援事業費補助金

2,586 2,793 3,541 3,541 3,541 3,541

地方債

その他

一般
財源

4,693 5,138 3,541 3,541 3,541 3,541

13321004 12,451 12,848 14,164 14,164 14,164 14,164

国庫
支出金

障害者自立支援給
付費負担金

355,805 367,363 395,121 395,121 395,121 395,121

道
支出金

障害者自立支援給
付費負担金

170,141 173,051 197,560 197,560 197,560 197,560

地方債

その他

一般
財源

182,641 187,017 198,486 198,486 198,486 198,486

13321005 708,587 727,431 791,167 791,167 791,167 791,167

国庫
支出金

道
支出金

介護サービス利用
者負担軽減事業費
補助金

0 0 36

地方債

その他

一般
財源

0 0 13

13321006 0 0 49 0 0 0

国庫
支出金

地域生活支援事業
費補助金

72 40 87 87 87 87

道
支出金

市町村地域生活支
援事業費補助金

36 23 43 43 43 43

地方債

その他

一般
財源

66 43 45 45 45 45

13321014 174 106 175 175 175 175

国庫
支出金

道
支出金

地方債

その他

一般
財源

15,182 14,888 15,034 15,034 15,034 15,034

13321016 15,182 14,888 15,034 15,034 15,034 15,034

上記のとおり実施中 上記のとおり

Ｈ26

上記のとおり

合　計

297 378 350 350 350 350

一般
会計

　指定相談支援事
業所による障がい
者（児）への相
談・情報提供・住
宅入居支援等を実
施し、障がい者等
の権利擁護を目的
とする。

Ｈ24

市内に居住
する障がい
者（児）及
びその保護
者

Ｈ25

上記のとお
り

Ｈ26

上記のとお
り

維持

　障害者総合支援法におい
て、市が主体的に行うことと
なっており、相談件数が増加
し、相談内容も広範囲で専門
的になっていて、相談者が安
心して地域生活を送ることが
できるよう手助けをできてい
るため、継続は妥当である。

障がい者（児）が
個々のニーズに合
わせた地域生活が
送れることを目指
していく。

1 1 1 1

Ｈ24
以前

　障がい者個別の課題や悩み
を解決するため、総合相談支
援をはじめ、登別市障害者地
域自立支援協議会の専門部会
を立ち上げ地域課題の解決を
目指した。

Ｈ25

　自立支援法の改正により相
談支援のあり方をさらに充実
させることとした。

7 2-①

総合相談支
援事業

保健
福祉
部

障害
福祉
Ｇ

H18

発行部数 部 132 96 96 96

ソフト
一般
会計

　障がい者（児）
の社会参加を促進
することにより、
障がい福祉の向上
を図ることを目的
とする。

声の広報及び点字広報等を作成し、視覚又は聴覚障がいの
ある人に配布等を行った。
【支給実績】
・発行する広報　広報のぼりべつ
・発行回数
　声の広報：隔月発行、点字広報　毎月発行
・発行件数
　声の広報：11件、点字広報：11件

Ｈ26

上記のとお
り

上記のとおり実施中

　指定相談支援事業所に委託し、障害者（児）
個々の相談のほか、サービス利用計画書に基づ
く継続的かつ総合的な相談支援や居住サポー
ト、研修事業などを行った。

障害者自立支援法、同
法施行例、登別市相談
支援事業実施要綱、登
別市住宅入居等支援事
業実施要綱、登別市障
害者地域自立支援協議
会運営規則 相談支援委託事業

所数
か所 1 1

上記のとおり 障害者総合支援法、同
法施行例、登別市相談
支援事業実施要綱、登
別市住宅入居等支援事
業実施要綱、登別市障
害者地域自立支援協議
会運営規則

相談等件数（直接
的相談・集団活
動・個別支援の月
平均）

件/月

－ ソフト

Ｈ25

上記のとお
り

上記のとおり
【支給実績】
・発行する広報　広報のぼりべつ
・発行回数
　声の広報：隔月発行、点字広報　毎月発行
・発行件数
　声の広報：12件、点字広報：8件

障害者総合支援
法、同法施行令

Ｈ25

本事業は、障害者総合支援法
に基づく地域生活支援事業の
社会参加促進事業として、視
覚障がい者及び聴覚障がい者
にとって、外部とのコミュニ
ケーションを図るため必要で
あることから、今後も事業を
継続することが相当である。

視覚障がい者及び
聴覚障がい者が、
住み慣れた地域で
自立した生活を送
るための情報収集
の手段として、事
業の継続を図って
いく。

12 12 12

Ｈ24
以前

事業実施中に不断の事務改善
を検討・実施しております
が、事業内容に変更はありま
せん。

維持

上記のとおり

96 96

障害者自立支援
法、同法施行令

発行件数 件 23 12 12

Ｈ24

視覚障がい
者または聴
覚障がい者

上記のとおり

6 2-①

社会参加促
進事業（社
会参加事
業）

保健
福祉
部

障害
福祉
Ｇ

H18 －

－ － － － －

Ｈ26

上記のとお
り

上記のとおり実施予定 上記のとおり

Ｈ26

上記のとおり

合　計

Ｈ25

上記のとお
り

上記のとおり

【実績：対象者なし】

上記のとおり

Ｈ25

上記のとおり

－ － －

事業実施中に不断の事務改善
を検討・実施しております
が、事業内容に変更はありま
せん。

休止

　介護保険制度の円滑な実施
を図る目的の事業であり、障
害者施策によるホームヘルプ
サービスを受けていたものが
利用者負担を軽減されること
により、必要な介護サービス
を受けられる事業であるが、
平成20年７月以降、対象者が
いなかったことから休止する
ことが妥当である。

　対象者が申請し
た時点で事業を再
開し、障害者施策
によりホームヘル
プサービスを受け
ていた者の介護保
険サービスへの円
滑な移行を図って
いく。

0 100

Ｈ24
以前

　障害者施
策により
ホームヘル
プサービス
を受けてい
た介護保険
被保険者

　障害者施策によるホームヘルプサービスの利
用者が65歳に達するなどして介護保険適用と
なった場合にサービスを継続して利用できるよ
う、利用者負担を軽減することにより介護保険
サービスへの円滑な移行を行う。
【実績：対象者なし】

登別市訪問介護等利用
者負担額減額事業実施
要綱、低所得者に対す
る介護保険サービスに
係る利用者負担額の軽
減制度の実施につい
て、介護サービス利用
者負担軽減事業費補助
金交付要綱

利用者負担減額認
定証交付者のサー
ビス利用割合（月
平均）

％ 0

H12 － ソフト
一般
会計

　障害者施策によ
りホームヘルプ
サービスを受けて
いた者が介護保険
に移行した場合の
利用者負担を軽減
し、介護保険サー
ビスへの円滑な移
行を図ることを目
的とする。

Ｈ24

上記のとおり実施中 上記のとおり

Ｈ26

上記のとおり

合　計

5 2-①

障害者ホー
ムヘルプ
サービス低
所得者利用
者負担軽減
に要する経
費

保健
福祉
部

高
齢・
介護
Ｇ

－ － － － － －

Ｈ26

上記のとおり

合　計

－

－ ソフト
一般
会計

　障がい者（児）
の自立した日常又
は社会生活を確保
することにより、
障がい者（児）福
祉の向上を図るこ
とを目的とする。

Ｈ24

障害福祉
サービス
（介護給
付・訓練等
給付）の利
用を必要と
する障がい
者（児）

Ｈ25

上記のとお
り

Ｈ26

上記のとお
り

維持

本事業は、障害者総合支援法
及び児童福祉法に基づき、障
害者（児）の自立を目指し
た、在宅生活及び地域生活を
送る根幹となることから、今
後も事業を継続することが相
当である。

障害者総合支援法
及び児童福祉法に
基づく法定事業で
あり、障害者
（児）の自立のた
めに最低限必要な
サービスであるこ
とから、事業の継
続を図っていく。

8,741 8,741 8,741 8,741

Ｈ24
以前

事業実施中に不断の事務改善
を検討・実施しております
が、事業内容に変更はありま
せん。

Ｈ25

上記のとおり

Ｈ26

上記のとおり

合　計

4 2-①

障害者介護
給付・訓練
等給付事業 保健

福祉
部

障害
福祉
Ｇ

Ｈ18

－ － － － － －

ソフト
一般
会計

　在宅の障がい者
（児）の日常生活
の便宜を図ること
により、障がい者
（児）福祉の向上
を図ることを目的
とする。

　在宅の障がい者（児）に対し、ストマ用装具
や入浴補助用具など日常生活用具の給付を行っ
た。

Ｈ26

上記のとお
り

上記のとおり実施中

　障害者（児）が、居宅や施設において介護又
は訓練等のサービスを受けた場合、そのサービ
スの利用に要する費用を支給した。

障害者自立支援
法、児童福祉法

対象者延人数 人 8,125 8,057

上記のとおり 障害者総合支援
法、児童福祉法

－

Ｈ25

上記のとお
り

上記のとおり 障害者総合支援
法、同法施行令、
地域生活支援事業
実施要領、登別市
日常生活用具給付
等事業実施要綱

Ｈ25

　本事業は地域生活支援事業
の市町村必須事業に位置付け
られており、在宅の障害者
（児）の日常生活の便宜を図
ることができることから継続
は相当である。
　多額の経費が掛かるが、対
象品目や給付額などが定めら
れているためやむを得ない。

　地域生活支援事
業の市町村必須事
業のため、今後も
事業を継続し、障
害者（児）福祉の
向上に努めてい
く。

1,317 1,317 1,317

Ｈ24
以前

事業実施中に不断の事務改善
を検討・実施しております
が、事業内容に変更はありま
せん。

維持

上記のとおり

－ －

障害者自立支援
法、同法施行令、
地域生活支援事業
実施要領、登別市
日常生活用具給付
等事業実施要綱 給付者延件数 件 1,160 1,112 1,317

Ｈ24

用具が必要
と認められ
る障がい者
（児）

3 2-①

障害者
（児）日常
生活用具給
付等事業

保健
福祉
部

障害
福祉
Ｇ

Ｓ57 －

上記のとおり



Action

事業の目的 年度

対象者等
※ハード事業
の場合は、施
設名を記載

事業の内容
根拠法令、条例、
要綱等

指標名 単位
Ｈ24
実績

Ｈ25
実績

Ｈ26
目標

Ｈ27
目標

Ｈ28
目標

Ｈ29
目標

Ｈ24
決算

Ｈ25
決算

Ｈ26
予算

Ｈ27
予算案

Ｈ28
予算案

Ｈ29
予算案

名称

評価の判断理由、特記事項
など
（妥当性、有効性、効率性、成
果）

今後の事業の方
向性
【Ｈ27以降】

事業
区分

会計
種別

Plan  ・  Do Check

事業概要 事業の成果、目標 各年度の決算額、当該年度の予算額、今後の予算案　【　単位　：　千円　】
第２期基本計画第３次実施計画期間
中（Ｈ24～Ｈ26）における事業内容の
変更・改善等の状況

評価
ＮＯ 施策

事業名
【事務事業
コード】

部名及びグ
ループ名

開始
年度

終了
年度

国庫
支出金

地域生活支援事業
費補助金

64 49 81 81 81 81

道
支出金

市町村地域生活支
援事業費補助金

32 28 40 40 40 40

地方債

その他

一般
財源

59 52 42 42 42 42

13321017 155 129 163 163 163 163

国庫
支出金

地域生活支援事業
費補助金

308 356 441 425 425 425

道
支出金

市町村地域生活支
援事業費補助金

144 202 220 212 212 212

地方債

その他

一般
財源

296 371 221 213 213 213

13321018 748 929 882 850 850 850

国庫
支出金

地域生活支援事業
費補助金

410 608 1,200 1,200 1,200 1,200

道
支出金

市町村地域生活支
援事業費補助金

205 345 600 600 600 600

地方債

その他

一般
財源

373 635 600 600 600 600

13321019 988 1,588 2,400 2,400 2,400 2,400

国庫
支出金

地域生活支援事業
費補助金

0 0 28 28 28 28

道
支出金

市町村地域生活支
援事業費補助金

0 0 14 14 14 14

地方債

その他

一般
財源

0 0 14 14 14 14

13321020 0 0 56 56 56 56

国庫
支出金

地域生活支援事業
費補助金

1,065 835 1,240 1,240 1,240 1,240

道
支出金

市町村地域生活支
援事業費補助金

533 474 620 620 620 620

地方債

その他

一般
財源

970 873 620 620 620 620

13321021 2,568 2,182 2,480 2,480 2,480 2,480

利用回数 回数/年 813 705 892 892

ソフト
一般
会計

　家族の一時的な
休息や親の就労を
支援することによ
り障がい者（児）
の在宅生活を支
え、障がい福祉の
向上を図ることを
目的とする。

　障がい者（児）の日中における活動の場の確
保や介護者の一時的休息のための日帰りショー
トステイを行った。

Ｈ26

上記のとお
り

上記のとおり実施中

Ｈ25

上記のとお
り

上記のとおり 障害者総合支援
法、同法施行令、
地域生活支援事業
実施要綱、登別市
日中一時支援事業
実施要綱

Ｈ25

障がい者（児）の家族の休息
や就労等の支援のために必要
な事業であることから継続が
必要である。

事業の継続によ
り、障がい者
（児）の家族の休
息や就労が図られ
るように努めてい
く。

23 23 23

Ｈ24
以前

事業実施中に不断の事務改善
を検討・実施しております
が、事業内容に変更はありま
せん。

維持

上記のとおり

892 892

障害者自立支援
法、同法施行令、
地域生活支援事業
実施要綱、登別市
日中一時支援事業
実施要綱 利用人数 人 21 22 23

Ｈ24

障がい者
（児）

上記のとおり

12 2-①

日中一時支
援事業

保健
福祉
部

障害
福祉
Ｇ

H18 －

0 1 1 1 1

Ｈ26

上記のとお
り

上記のとおり実施中 上記のとおり

Ｈ26

上記のとおり

合　計

Ｈ25

上記のとお
り

上記のとおり 障害者総合支援
法、同法施行令、
登別市施設入所者
就職支度金支給要
綱、登別市更生訓
練費給付事業実施
要綱

Ｈ25

上記のとおり

就職支度金給付者
数

人 0

平成24年度からの自立支援給
付に係るサービス体系の見直
しに伴い、要綱の一部改正を
行い、事業を継続する。

維持

本事業は、更生訓練を受けて
いる障がい者及び施設に入所
している障がい者が、より効
果的に訓練が受けられるよう
支給するもので、就労移行や
地域生活への移行を図るため
に必要であることから、今後
も事業を継続することが相当
である。

障がい者の更生意
欲を増進し社会復
帰を促進させるた
めに必要であるこ
とから、事業の継
続を図っていく。

0 1 1 1 1

Ｈ24
以前

更生訓練費
の給付及び
施設入所就
職支度金の
支給を受け
ようとする
障がい者

　就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用し
ている身体障がい者及び就職又は自営により施
設を退所することとなった身体障がい者に対
し、更生訓練費又は施設入所者就職支度金を支
給する。

障害者自立支援
法、同法施行令、
登別市施設入所者
就職支度金支給要
綱、登別市更生訓
練費給付事業実施
要綱

更生訓練利用者数
（実数）

人 0

H18 － ソフト
一般
会計

　就労移行支援事
業又は自立訓練事
業を利用している
障がい者の利用者
負担軽減及び施設
利用者の一般就労
への移行を促進す
ることにより、障
がい者の社会復帰
の促進を図ること
を目的とする。

Ｈ24

上記のとおり実施中 上記のとおり

Ｈ26

上記のとおり

合　計

11 2-①

更生訓練・
施設入所者
就職支度金
給付事業

保健
福祉
部

障害
福祉
Ｇ

79 127 192 192 192 192

Ｈ26

上記のとおり

合　計

一般
会計

　自宅で入浴が困
難な身体障がい者
（児）の家族の介
護負担を軽減し、
障がい福祉の向上
を図ることを目的
とする。

Ｈ24

障がい者
（児）

Ｈ25

上記のとお
り

Ｈ26

上記のとお
り

維持

在宅障がい者（児）の入浴
は、家族の介護負担が大きい
ことから、定期的に入浴を行
うことで家族等の介護負担の
軽減を図ることができる。
障がい者（児）の在宅生活を
継続するために必要な支援で
あることから、事業を継続す
る。

事業の継続によ
り、障がい者
（児）の入浴の機
会を増やし、家族
の介護負担の軽減
を図っていく。

4 4 4 4

Ｈ24
以前

事業実施中に不断の事務改善
を検討・実施しております
が、事業内容に変更はありま
せん。

Ｈ25

上記のとおり

10 2-①

訪問入浴
サービス事
業 保健

福祉
部

障害
福祉
Ｇ

H18

利用時間 時間/年 416 481 520 520

ソフト
一般
会計

　障がい者（児）
の社会参加を促進
し、障がい福祉の
向上を図ることを
目的とする。

　屋外での移動が困難な障害者（児）の社会参
加を促進するため、外出のための個別的支援を
行った。

Ｈ26

上記のとお
り

上記のとおり実施中

　自宅で入浴が困難な障がい者（児）に対し、
訪問入浴事業者が訪問により自宅に浴槽を持ち
込んで入浴サービスを行った。

障害者自立支援
法、同法施行令、
地域生活支援事業
実施要綱、登別市
障害者訪問入浴
サービス事業実施
要綱

利用人数 人 2 3

上記のとおり 障害者総合支援
法、同法施行令、
地域生活支援事業
実施要綱、登別市
障害者訪問入浴
サービス事業実施
要綱

利用回数 回/年

－ ソフト

Ｈ25

上記のとお
り

上記のとおり 障害者総合支援
法、同法施行令、
地域生活支援事業
実施要綱、登別市
障害者移動支援事
業実施要綱

Ｈ25

屋外での移動に介助が必要な
障がい者（児）に対し、外出
時に移動の介助をすること
で、余暇活動や社会参加など
の機会が増えＱＯＬの向上が
図られるため、事業の継続は
必要である。

事業の継続によ
り、障がい者
（児）の外出の機
会を増やし、社会
参加を促進するよ
うに努めていく。

15 15 15

Ｈ24
以前

事業実施中に不断の事務改善
を検討・実施しております
が、事業内容に変更はありま
せん。

維持

上記のとおり

520 520

障害者自立支援
法、同法施行令、
地域生活支援事業
実施要綱、登別市
障害者移動支援事
業実施要綱 利用人数 人 12 15 15

Ｈ24

障がい者
（児）

上記のとおり

9 2-①

移動支援事
業

保健
福祉
部

障害
福祉
Ｇ

H18 －

16 48 48 48 48

Ｈ26

上記のとお
り

上記のとおり実施中 上記のとおり

Ｈ26

上記のとおり

合　計

Ｈ25

上記のとお
り

　聴覚、言語機能、音声機能、その他の障がい
で意思疎通に支障がある人の日常生活を支援す
るため、仲介として、手話通訳者の派遣を行っ
た。
　なお、本事業は公益財団法人北海道ろうあ連
盟と委託契約を交わして行っている。

障害者総合支援
法、同法施行令、
地域生活支援事業
実施要綱、登別市
コミュニケーショ
ン支援事業実施要
綱

Ｈ25

上記のとおり

延利用回数 回 22

事業実施中に不断の事務改善
を検討・実施しております
が、事業内容に変更はありま
せん。

拡大

　本事業は地域生活支援事業
の市町村必須事業に位置付け
られており、該当の障がい者
が地域で生活するためには欠
かせない事業であることか
ら、今後も事業を継続するこ
とが相当であり、さらなる障
がい者（児）福祉向上のため
に、手話通訳者の配置につい
て検討を行う。

　意思疎通の仲介
により障がい者
（児）の地域生活
を支援し、障がい
者（児）福祉の向
上に努めていくた
め、手話通訳者の
配置について検討
していく。

5 6 6 6 6

Ｈ24
以前

聴覚、言語
機能、音声
機能、その
他の障がい
により意思
疎通に支障
がある者

　聴覚、言語機能、音声機能、その他の障がい
で意思疎通に支障がある人の日常生活を支援す
るため、仲介として、手話通訳者の派遣を行っ
た。
　なお、本事業は財団法人北海道ろうあ連盟と
委託契約を交わして行っている。

障害者自立支援
法、同法施行令、
地域生活支援事業
実施要綱、登別市
コミュニケーショ
ン支援事業実施要
綱

実利用人数 人 3

H18 － ソフト
一般
会計

　意思疎通の仲介
により、障害者
（児）の地域生活
を支援し、障害者
（児）福祉の向上
を図ることを目的
とする。

Ｈ24

8 2-①

コミュニ
ケーション
支援事業 保健

福祉
部

障害
福祉
Ｇ

Ｈ26

手話通訳者の配置について検
討を行う。

合　計



Action

事業の目的 年度

対象者等
※ハード事業
の場合は、施
設名を記載

事業の内容
根拠法令、条例、
要綱等

指標名 単位
Ｈ24
実績

Ｈ25
実績

Ｈ26
目標

Ｈ27
目標

Ｈ28
目標

Ｈ29
目標

Ｈ24
決算

Ｈ25
決算

Ｈ26
予算

Ｈ27
予算案

Ｈ28
予算案

Ｈ29
予算案

名称

評価の判断理由、特記事項
など
（妥当性、有効性、効率性、成
果）

今後の事業の方
向性
【Ｈ27以降】

事業
区分

会計
種別

Plan  ・  Do Check

事業概要 事業の成果、目標 各年度の決算額、当該年度の予算額、今後の予算案　【　単位　：　千円　】
第２期基本計画第３次実施計画期間
中（Ｈ24～Ｈ26）における事業内容の
変更・改善等の状況

評価
ＮＯ 施策

事業名
【事務事業
コード】

部名及びグ
ループ名

開始
年度

終了
年度

国庫
支出金

障害者自立支援給
付費負担金

12,890 12,893 11,194 11,194 11,194 11,194

道
支出金

障害者自立支援給
付費負担金

6,445 6,447 5,597 5,597 5,597 5,597

地方債

その他

一般
財源

4,796 3,417 5,598 5,598 5,598 5,598

13321022 24,131 22,757 22,389 22,389 22,389 22,389

国庫
支出金

地域生活支援事業
費補助金

0 0 221 221 221 221

道
支出金

市町村地域生活支
援事業費補助金

0 0 110 110 110 110

地方債

その他

一般
財源

113 113 113 113

13321023 0 0 444 444 444 444

国庫
支出金

障害者自立支援給
付費負担金

0 0 50 50 50 50

道
支出金

障害者自立支援給
付費負担金

0 0 25 25 25 25

地方債

その他

一般
財源

0 0 25 25 25 25

13321027 0 0 100 100 100 100

国庫
支出金

特別障害者手当等
給付費負担金

16,800 15,801 17,660 17,660 17,660 17,660

道
支出金

地方債

その他

一般
財源

5,656 5,325 5,887 5,887 5,887 5,887

13321028 22,456 21,126 23,547 23,547 23,547 23,547

国庫
支出金

道
支出金

地方債

その他

一般
財源

934 952 1,015 1,015 1,015 1,015

13321034 934 952 1,015 1,015 1,015 1,015

98 100 100 100 100

Ｈ26

上記のとお
り

上記のとおり実施中 上記のとおり

Ｈ25

上記のとお
り

上記のとおり 上記のとおり

Ｈ25

関係団体から要望のあったゴミ出し
支援等の代替案について、障がい者
のニーズや市事業として実施する必
要性、小地域ネットワークとの連携
の可能性等を検証し、一定の方向性
を取りまとめた上で障団連と協議を
行う等、支援のあり方について検討
を行った。

し尿処理無料券交
付枚数

枚 109

制度実施から12年が経過しており、
平成24年度中に障がい者団体と協議
したところ、本事業を廃止する場合
には代替案を示されなければ納得出
来ないとして、反対にあったところ
であり、平成25年度については、継
続事業とした。

維持

・民間で類似した事業もな
く、また民間で行う可能性も
少ないため、行政主体で進め
る事業であると共に、平成22
年度に登別市障害福祉関係団
体連絡協議会より助成対象の
拡大の要望があったことなど
から、必要性の高い事業であ
る。

・家庭系指定ごみ袋は安価な
がらもどの家庭にも需要があ
り、低予算で高い効果を上げ
ており、助成対象が障害者在
宅世帯及び65歳以上寝たきり
老人世帯であることから、対
象世帯の経済的支援として必
要な事業である。

今後も、対象者の
異動や程度変更を
把握しながら、事
業を実施してい
く。

14,796 15,600 15,600 15,600 15,600

Ｈ24
以前

市内に住所
を有する右
記の要件を
満たす重度
心身障がい
者等

　市内に居住する障がい者（身体障がい者１・
２級、知的障がい者、精神障がい者１・２級）
在宅世帯及び65歳以上ねたきり老人在宅世帯に
対して、家庭系指定ごみ袋30ℓ用20枚を交付した
ほか、し尿汲み取り世帯に対しては、し尿処理
無料券１枚を交付した。

登別市家庭系指定
ごみ袋及びし尿処
理手数料助成制度
実施要綱

指定ごみ袋交付枚
数

枚 14,825

H12 － ソフト
一般
会計

　障害者等の地域
生活での経済的負
担を軽減し、障が
い者福祉の向上を
図ることを目的と
する。

Ｈ24

上記のとおり実施中 上記のとおり

Ｈ26

上記のとおり

合　計

17 2-①

障害者等生
活支援経費

市民
生活
部

環境
対策
Ｇ

－ － － － － －

Ｈ26

現行どおり維持することと
なった。

合　計

一般
会計

　障がい者（児）
の介護に伴う経済
的負担を軽減し障
害児・者福祉の向
上を図ることを目
的とする。

Ｈ24

重度の障が
いにより常
時介護を必
要とする障
がい者
（児）

Ｈ25

上記のとお
り

Ｈ26

上記のとお
り

維持

　本事業は特別児童扶養手当
等の支給に関する法律に基づ
き行っているものであり、事
業の実施により障がい者
（児）の介護に伴う経済的負
担の軽減が図られている。
　障がい者（児）を取り巻く
経済状況を鑑みても、引き続
き手当を支給することが相当
である。

　事業を継続し、
引き続き障がい者
（児）の介護に伴
う経済的負担の軽
減を図り、障害
児・者福祉の向上
に努めていく。

98 98 98 98

Ｈ24
以前

事業実施中に不断の事務改善
を検討・実施しております
が、事業内容に変更はありま
せん。

Ｈ25

上記のとおり

16 2-①

特別障害者
手当等支給
経費 保健

福祉
部

障害
福祉
Ｇ

－

給付金額 円 0 0 100 100

ソフト
一般
会計

障害福祉サービス
に係る利用者負担
額が高額障害福祉
サービス費算定基
準額を超える利用
者負担額を軽減す
ることにより、利
用者の経済的負担
を緩和することを
目的とする。

　同一世帯に障害福祉サービス等を利用してい
る方が複数いるなど、世帯における利用者負担
額の合計が、一定の基準額を超えた場合、申請
により、実際に支払った利用者負担額から月額
負担上限額を控除した額を、償還払いにより支
給する。

Ｈ26

上記のとお
り

上記のとおり実施中

重度の障がいにより、日常生活において常時介
護を必要とする障害者（児）に手当を支給し
た。
障がい者：特別障害者手当又は経過的福祉手当
障がい児（20歳未満）：障害児福祉手当

特別児童扶養手当
等の支給に関する
法律、障害児福祉
手当及び特別障害
者手当の支給に関
する省令 受給資格者 87 94 98

上記のとおり 上記のとおり

－ －

－ ソフト

Ｈ25

上記のとお
り

上記のとおり 障害者総合支援
法、登別市障害者
の日常生活及び社
会生活を総合的に
支援するための法
律施行細則

Ｈ25

本事業は、高額の利用者負担
額を支払うこととなる利用者
の経費負担の軽減が図られる
ことから、今後も事業を継続
することが相当である。

障害福祉サービス
の高額利用者の経
費負担の適正化と
サービスの利用促
進の効果が期待で
きることから、事
業の継続を図って
いく。

5 5 5

Ｈ24
以前

事業実施中に不断の事務改善
を検討・実施しております
が、事業内容に変更はありま
せん。

維持

上記のとおり

100 100

障害者自立支援
法、登別市障害者
の日常生活及び社
会生活を総合的に
支援するための法
律施行細則 給付延人数 人 0 0 5

Ｈ24

障害福祉
サービスの
利用者負担
額が一定の
基準額を超
える障害福
祉サービス
利用者

上記のとおり

15 2-①

高額障害者
福祉サービ
ス経費 保健

福祉
部

障害
福祉
Ｇ

－ －

－ － － － －

Ｈ26

上記のとお
り

上記のとおり実施中 上記のとおり

Ｈ26

上記のとおり

合　計

Ｈ25

上記のとお
り

上記のとおり 障害者総合支援法
地域生活支援事業
実施要綱
登別市成年後見制
度利用支援事業実
施要綱

Ｈ25

事業実施中に不断の事務改善
を検討・実施しております
が、事業内容に変更はありま
せん。

－ － －

本事業はこれまで障害者自立
支援法に基づく地域生活支援
事業の任意事業とされてきた
が、平成24年度から必須事業
となったため、事業所等への
制度周知に努め、利用者拡大
を図った。

維持

　本事業は地域生活支援事業
の市町村長必須事業に位置付
けられており、障がい者の権
利を保護するためにも今後の
事業継続は妥当である。

　地域生活支援事
業の市町村必須事
業のため、今後も
事業を継続し、障
がい者福祉の向上
に努めていく。

0 1 1 1 1

Ｈ24
以前

市内に住所
を有する判
断能力が不
十分な障が
い者

成年後見制度の申し立てを行う親族等がいな
い、又は後見人等へ報酬を負担できない障がい
者に対して申し立てや、報酬への助成を行う。

障害者自立支援法
地域生活支援事業
実施要綱
登別市成年後見制
度利用支援事業実
施要綱 申立件数 件 0

H21 － ソフト
一般
会計

　判断能力が不十
分な障がい者の権
利、利益の保護を
目的とする。

Ｈ24

上記のとおり実施中 上記のとおり

Ｈ26

上記のとおり

合　計

14 2-①

成年後見制
度利用支援
事業（障が
い者）

保健
福祉
部

障害
福祉
Ｇ

－ － － － － －

Ｈ26

上記のとおり

合　計

一般
会計

　障がい者（児）
の日常生活の便宜
を図ることによ
り、障がい福祉の
向上を図ることを
目的とする。

Ｈ24

補装具を必
要とする障
害者
（児）、難
病患者など

Ｈ25

上記のとお
り

Ｈ26

上記のとお
り

維持

　本事業は障害者総合支援法
で市町村に定められている事
業であり、障がい者（児）の
日常生活の便宜を図ることが
できることから継続は相当で
ある。

　今後も事業を継
続し、障害者
（児）の日常生活
の便宜を図ること
により、障がい者
（児）福祉の向上
に努めていく。

212 212 212 212

Ｈ24
以前

事業実施中に不断の事務改善
を検討・実施しております
が、事業内容に変更はありま
せん。

Ｈ25

上記のとおり

13 2-①

障害者
（児）補装
具給付事業 保健

福祉
部

障害
福祉
Ｇ

－

　補装具を必要とする障がい者（児）に義肢、
装具、車いすなどの給付を行った。

障害者自立支援
法、同法施行令

給付者延件数 件 183 192

上記のとおり 障害者総合支援
法、同法施行令

－ －

－ ソフト



Action

事業の目的 年度

対象者等
※ハード事業
の場合は、施
設名を記載

事業の内容
根拠法令、条例、
要綱等

指標名 単位
Ｈ24
実績

Ｈ25
実績

Ｈ26
目標

Ｈ27
目標

Ｈ28
目標

Ｈ29
目標

Ｈ24
決算

Ｈ25
決算

Ｈ26
予算

Ｈ27
予算案

Ｈ28
予算案

Ｈ29
予算案

名称

評価の判断理由、特記事項
など
（妥当性、有効性、効率性、成
果）

今後の事業の方
向性
【Ｈ27以降】

事業
区分

会計
種別

Plan  ・  Do Check

事業概要 事業の成果、目標 各年度の決算額、当該年度の予算額、今後の予算案　【　単位　：　千円　】
第２期基本計画第３次実施計画期間
中（Ｈ24～Ｈ26）における事業内容の
変更・改善等の状況

評価
ＮＯ 施策

事業名
【事務事業
コード】

部名及びグ
ループ名

開始
年度

終了
年度

国庫
支出金

障害児通所給付費
負担金

8,408 10,796 10,796 10,796 10,796

道
支出金

障害児通所給付費
負担金

4,248 5,398 5,398 5,398 5,398

地方債

その他

一般
財源

4,738 5,611 5,611 5,611 5,611

13321035 0 17,394 21,805 21,805 21,805 21,805

国庫
支出金

道
支出金

地方債

その他

一般
財源

108 110 115 115 115 115

13322001 108 110 115 115 115 115

国庫
支出金

道
支出金

発達支援専門員確
保事業補助金、地
域づくり総合交付
金

100 75 2,569 2,569 2,569 2,569

地方債 　

その他

障害児居宅介護給
付費負担金 1,190 1,318 17,140 17,140 17,140 17,140

一般
財源

1,274 1,194 21,840 21,840 21,840 21,840

13324001 2,564 2,587 41,549 41,549 41,549 41,549

国庫
支出金

地域生活支援事業
費補助金

535 450 1,108 1,108 1,108 1,108

道
支出金

地方債

その他

一般
財源

638 586 1,108 1,108 1,108 1,108

13324002 1,173 1,036 2,216 2,216 2,216 2,216

国庫
支出金

障害者自立支援給
付費負担金

38,068 37,423 38,535 38,535 38,535 38,535

道
支出金

障害者自立支援給
付費負担金

17,517 18,855 19,267 19,267 19,267 19,267

地方債

その他

一般
財源

15,820 17,453 19,378 19,378 19,378 19,378

13324003 71,405 73,731 77,180 77,180 77,180 77,180

上記のとおり実施中 上記のとおり

Ｈ26

上記のとおり

合　計

－ － － － － －

一般
会計

　障がい者（児）
の自立支援医療の
受診に係る経済的
負担を軽減するこ
とにより、障害者
（児）福祉の向上
を図ることを目的
とする。

Ｈ24

自立支援医
療を受ける
必要がある
と判断され
た者

Ｈ25

上記のとお
り

Ｈ26

上記のとお
り

維持

　障害者総合支援法によって
定められている制度であり、
障害者（児）の経済的負担を
取り巻く状況を鑑みても、本
制度の継続は妥当である。

　事業を継続し、
引き続き障害者
（児）の経済的負
担の軽減を図り、
障害者（児）福祉
の向上に努めてい
く。

160 160 160 160

Ｈ24
以前

事業実施中に不断の事務改善
を検討・実施しております
が、事業内容に変更はありま
せん。

Ｈ25

上記のとおり

22 2-④

自立支援医
療費

保健
福祉
部

障害
福祉
Ｇ

H18

審査件数 件 95 71 130 100

ソフト
一般
会計

　障がい者（児）
の介護給付費等の
支給に係る障害支
援区分の審査及び
判定を行うことに
より、障害支援区
分に応じたサービ
スの適切な利用を
促すことを目的と
する。

障害者自立支援法に定める介護給付費等の支給
に係る障害程度区分の審査・判定及び支給要否
決定に意見を述べる。

Ｈ26

上記のとお
り

障害者総合支援法に定める介護給付費等の支給
に係る障害支援区分の審査・判定及び支給要否
決定に意見を述べる。

自立支援医療（更生医療・育成医療）に係る医
療費を支給する。
【支給対象者】
更生医療：132人

障害者自立支援法

支給対象者数 人 132 157

上記のとおり
【支給対象者】
更生医療：139人
育成医療： 18人

障害者総合支援法

－ －

－ ソフト

Ｈ25

上記のとお
り

障害者総合支援法に定める介護給付費等の支給
に係る障害程度区分の審査・判定及び支給要否
決定に意見を述べる。

障害者総合支援
法、同法施行令、
登別市障害者自立
支援審査会の委員
の定数等を定める
条例、登別市障害
者自立支援審査会
規則

Ｈ25

障害福祉サービスの介護給付
費の支給に関して、障害者支
援区分認定の審査・判定が必
要であることから、事業を継
続する。

事業の継続を図
り、公正・適正な
審査・判定による
障害支援区分認定
を受け、介護給付
費等の支給に繋げ
ていく。

15 15 20

Ｈ24
以前

事業実施中に不断の事務改善
を検討・実施しております
が、事業内容に変更はありま
せん。

維持

上記のとおり

100 140

障害者自立支援
法、同法施行令、
登別市障害者自立
支援審査会の委員
の定数等を定める
条例、登別市障害
者自立支援審査会
規則

審査会回数 回 11 10 18

Ｈ24

障がい者
（児）

上記のとおり

21 2-④

障害認定審
査会経費

保健
福祉
部

障害
福祉
Ｇ

－ －

－ － － － －

Ｈ26

上記のとお
り

上記のとおり実施中で、その運営を民間に委託
している。
【委託期間】
　平成26年４月１日～平成31年３月31日

上記のとおり

Ｈ26

上記のとおり

合　計

Ｈ25

上記のとお
り

上記のとおり 上記のとおり

Ｈ25

上記のとおり

－ － －

事業実施中に不断の事務改善
を検討・実施しております
が、事業内容に変更はありま
せん。

維持

障がい児や発達に不安のある
児童に対し、通所により専門
的な療育訓練を実施すること
で、子どもが健やかに成長・
発達することができるため必
要な事業である。

事業を継続すると
ともに、委託事業
の評価を行い、事
業の充実に努めて
いく。

3,132 3,000 3,000 3,000 3,000

Ｈ24
以前

障がい児等 障がい児や発達に不安のある児童に対し、障害
児通所支援事業として、理学療法士や保育士、
臨床心理士などによる療育を実施した。
また、子ども発達支援センター業務として、発
達障害児等の相談、助言を行った。

児童福祉法

通所児童数（延） 人 2,490

－ － ソフト
一般
会計

　障がい児や発達
に不安のある児童
に対し、日常生活
における基本的な
動作の指導や集団
生活への適応訓練
を行うことによ
り、児童の順調な
発育、発達を支援
することを目的と
する。

Ｈ24

上記のとおり実施中 上記のとおり

Ｈ26

上記のとおり

合　計

20 2-④

児童デイ
サービスセ
ンターのぞ
み園運営事
業

保健
福祉
部

障害
福祉
Ｇ

－ － － － － －

Ｈ26

平成26年度から、のぞみ園の
運営管理を社会福祉法人に委
託した。

合　計

一般
会計

　身体・知的障が
い者相談員を設置
することにより、
本人又はその保護
者等からの相談に
応じ、必要な指
導、助言を行うこ
とにより、相談者
の自立した生活を
支援することを目
的とする。

Ｈ24

身体・知的
障がい者又
はその保護
者等

Ｈ25

上記のとお
り

Ｈ26

上記のとお
り

維持

　本事業は、身体障害者福祉
法、知的障害者福祉法におい
て、市が主体となって取り組
む事業とされている。
　多岐にわたる相談に対応で
きる専門性を有した人材と、
安心して相談できる窓口の確
保が必要であることから、今
後も事業を継続することが相
当である。

　相談員相互の
ネットワーク化を
図り、さまざまな
相談事例や各種情
報を共有すること
により、障がい者
の多様なニーズに
対応できるよう努
めていく。

100 100 100 100

Ｈ24
以前

事業実施中に不断の事務改善
を検討・実施しております
が、事業内容に変更はありま
せん。

Ｈ25

上記のとおり

19 2-②

身体・知的
障害者相談
員設置事業 保健

福祉
部

障害
福祉
Ｇ

H24

放課後等デイサー
ビス利用人数

人 669 620 620

ソフト
一般
会計

　障がい児が、身
近な地域で支援が
受けられるよう、
施設に通所する障
がい児に給付を行
うことにより、障
がい児福祉の向上
を図ることを目的
とする。

－

Ｈ26

上記のとお
り

上記のとおり実施中

　身体・知的障がい者の日常的な相談に応じ、
必要な助言指導を行う。

身体障害者福祉
法、知的障害者福
祉法、登別市身体
障害者相談員設置
要綱、登別市知的
障害者相談員設置
要綱

相談件数 件 56 144

上記のとおり 上記のとおり

－ －

－ ソフト

Ｈ25

障がい児支
援を受ける
必要がある
と認められ
る障がい児

心身に障がいがある又は障害があり、通園によ
る療育が必要と認められる障がい児に対し給付
を行った。

児童福祉法

Ｈ25

　本事業は、児童福祉法にお
いて、市が給付の実施主体で
あると定められており、障が
い児の保護者の経済的負担を
取り巻く状況を顧みても、本
制度の継続は妥当である。

事業を継続し、引
き続き障がい児の
保護者の経済的負
担の軽減を図り、
障がい児福祉の向
上に努めていく。

650 650 650

Ｈ24
以前

-

維持

事業実施中に不断の事務改善
を検討・実施しております
が、事業内容に変更はありま
せん。

620 620

－

児童発達支援
利用人数

人 613 650

Ｈ24 －

上記のとおり

18 2-①

障害児施設
給付事業

保健
福祉
部

障害
福祉
Ｇ

H25 －

Ｈ26

上記のとおり

合　計



Action

事業の目的 年度

対象者等
※ハード事業
の場合は、施
設名を記載

事業の内容
根拠法令、条例、
要綱等

指標名 単位
Ｈ24
実績

Ｈ25
実績

Ｈ26
目標

Ｈ27
目標

Ｈ28
目標

Ｈ29
目標

Ｈ24
決算

Ｈ25
決算

Ｈ26
予算

Ｈ27
予算案

Ｈ28
予算案

Ｈ29
予算案

名称

評価の判断理由、特記事項
など
（妥当性、有効性、効率性、成
果）

今後の事業の方
向性
【Ｈ27以降】

事業
区分

会計
種別

Plan  ・  Do Check

事業概要 事業の成果、目標 各年度の決算額、当該年度の予算額、今後の予算案　【　単位　：　千円　】
第２期基本計画第３次実施計画期間
中（Ｈ24～Ｈ26）における事業内容の
変更・改善等の状況

評価
ＮＯ 施策

事業名
【事務事業
コード】

部名及びグ
ループ名

開始
年度

終了
年度

国庫
支出金

道
支出金

地域づくり総合交
付金

48 53 53 53 53 53

地方債

その他

一般
財源

53 55 53 53 53 53

13325004 101 108 106 106 106 106

国庫
支出金

地域生活支援事業
費補助金

299 78 257 257 257 257

道
支出金

市町村地域生活支
援事業費補助金

149 45 128 128 128 128

地方債

その他

一般
財源

272 82 130 130 130 130

13325005 720 205 515 515 515 515

国庫
支出金

障害者総合支援事
業費補助金

1,050 150

道
支出金

地方債

その他

一般
財源

14,104 1,970

13329001 0 15,154 2,120 0 0 0

国庫
支出金

道
支出金

地方債

その他

一般
財源

200 200 200 200 200 200

13331002 200 200 200 200 200 200

国庫
支出金

道
支出金

地方債

その他

一般
財源

5,425 4,976 5,340 5,340 5,340 5,340

13331005 5,425 4,976 5,340 5,340 5,340 5,340

－ － － － － －

ソフト
一般
会計

　障がい者のタク
シー利用による経
済的負担を軽減す
ることにより、在
宅で生活する重度
障害者（児）の生
活圏拡大を支援
し、障害者（児）
福祉の向上を図る
ことを目的とす
る。

　重度障害者（児）を対象に福祉タクシー利用
券を交付し、１人年間36回を限度に基本料金相
当分を助成した。
【支給実績】
・支給対象者数　716名
・実交付者数　　613名

Ｈ26

上記のとお
り

上記のとおり実施中

Ｈ25

上記のとお
り

上記のとおり
【支給実績】
・支給対象者数　711名
・実交付者数　　598名

上記のとおり

Ｈ25

　重度障害者（児）の生活圏
拡大と経済的負担軽減の観点
から、在宅障害者（児）の自
立更生等に寄与する事業であ
り、助成を行うことは妥当と
判断する。

　自動車燃料費助
成事業との統合な
ど、前回の事務事
業評価での判定を
検討しながら、実
態に合わせた事業
展開を進めてい
く。

700 700 700

Ｈ24
以前

　平成25年度分のチケット交付
の際に、自動車税減免の有無
や、使用頻度等の実態調査を実
施しており、この集約結果を基
に関係団体等と本制度の事業内
容について協議を行い、今後の
事業内容を検討する。

改善

平成27年度を初年度とする
「（仮称）登別市障がい者支援
プラン」の策定に併せて、平成
26年度中に本事業の見直しを行
い、平成27年度から改善を行え
るよう、引き続き関係団体等と
本事業のあり方についての協議
やニーズ調査等を行う。

－ －

登別市重度障害者
福祉タクシー事業
実施要綱

支給対象者数 人 716 711 700

Ｈ24

障がい者
（児）（登
別市重度障
害者福祉タ
クシー事業
実施要綱）

上記のとおり

27 3-①

重度障害者
（児）福祉
タクシー事
業

保健
福祉
部

障害
福祉
Ｇ

Ｓ57 －

23 25 25 25 25

Ｈ26

上記のとお
り

上記のとおり実施中

Ｈ26

上記のとおり

合　計

Ｈ25

上記のとお
り

上記のとおり

Ｈ25

上記のとおり

事業活動回数（役
員会等を除く）

回 22

事業実施中に不断の事務改善
を検討・実施しております
が、事業内容に変更はありま
せん。

維持

肢体不自由児者父母の会へ補
助することは、会の自主的活
動を支援し、会員の自立更生
や社会参加活動の促進が図ら
れることから、今後も事業を
継続することが相当である。

会員に対する自立
更生の援助と社会
参加の促進を図る
ことは重要である
ことから、事業の
継続を図ってい
く。

18 18 18 18 18

Ｈ24
以前

会員 　肢体不自由児者父母の会に助成し、市内近郊
に在住する肢体不自由児者とその家族のための
療育向上や福祉増進、住みよい環境促進を図
る。
【団体事業実績】
果物狩り、クリスマス会、ふれあいフェスティ
バル、障害者週間記念事業、ボランティア交流

会員人数 人 15

Ｓ49 － ソフト
一般
会計

　登別肢体不自由
児者父母の会の活
動を支援すること
により、会員の自
立更生や社会参加
の促進を図ること
を目的とする。

Ｈ24

上記のとおり実施予定
【26年度繰越対応分】
・障害児通所支援に係る多子軽減措置

上記のとおり

Ｈ26

本事業のうち、多子軽減措置
に係るシステム改修について
は、平成25年度内の事業完了
が困難なため、平成26年度に
繰越を行う。

合　計

26 3-①

肢体不自由
児（者）父
母の会補助
金

保健
福祉
部

障害
福祉
Ｇ

Ｈ26

上記のとおり

合　計

一般
会計

障害者総合支援法
及び児童福祉法の
改正等に伴い、障
害者自立支援給付
支払システムの改
修を行うことによ
り、適正な支給決
定事務を行うこと
を目的とする。

Ｈ24 －

Ｈ25

障がい者
（児）

Ｈ26

上記のとお
り

終了

本事業は、平成25年度に国の
補正予算により措置されたも
のであるが、年度内の事業完
了が困難なことから、一部事
業を平成26年度に繰越しし、
今回の法改正への対応は、こ
れをもって終了する。

本事業のうち、多
子軽減措置に係る
システム改修につ
いては、平成25年
度内の事業完了が
困難なため、平成
26年度に繰越を
行った。

Ｈ24
以前

－

Ｈ25

本事業は、制度改正に伴うシ
ステム改修であり、本事業に
係る国庫補助金が国の補正予
算により措置されたことか
ら、これを活用するために予
算を措置し事業を実施したも
のである。

25 2-⑨

障害者自立
支援給付支
払等システ
ム改修経費

保健
福祉
部

障害
福祉
Ｇ

H25

－ － － － － －

ソフト
一般
会計

　在宅の障がい者
の社会活動参加を
促進することによ
り、障がい者福祉
の向上を図ること
を目的とする。

　在宅の障がい者に対し、自動車運転免許の取
得、自動車の改造及び盲導犬の取得に要する経
費の一部を助成する。
【給付実績】
　自動車運転免許取得費助成　　４件
　自動車改造費助成　　　　　　３件

Ｈ26

上記のとお
り

上記のとおり実施中

－ －

障害者総合支援法及び児童福祉法の改正等に伴い、
障害者自立支援給付支払システムの改修を行う。
【25年度執行分】
・重度訪問介護の対象拡大、共同生活介護・援助の
一元化、障害程度区分から支援区分への変更
【26年度繰越対応分】
・障害児通所支援に係る多子軽減措置

障害者総合支援
法、児童福祉法

H26 ハード

Ｈ25

上記のとお
り

上記のとおり
【給付実績】
　自動車運転免許取得費助成　　１件
　自動車改造費助成　　　　　　１件

障害者総合支援
法、同法施行令、
登別市在宅障害者
自立更生促進助成
要綱

Ｈ25

本事業は、障がい者の就労機
会の拡大や経済的負担の軽減
につながる有効な手段である
ことから、今後も事業を継続
することが相当である。

近年における障が
い者雇用の進展に
より、今後も本事
業に対する一定規
模の要望が見込ま
れることから、事
業の継続を図って
いく。

5 5 5

Ｈ24
以前

事業実施中に不断の事務改善
を検討・実施しております
が、事業内容に変更はありま
せん。

維持

上記のとおり

－ －

障害者自立支援
法、同法施行令、
登別市在宅障害者
自立更生促進助成
要綱

助成件数 件 7 2 5

Ｈ24

一定程度以
上の障害の
ある在宅の
障がい者

上記のとおり

24 2-⑤

障害者自立
更生促進助
成事業 保健

福祉
部

障害
福祉
Ｇ

H3 －

－ － － － －

Ｈ26

上記のとお
り

上記のとおり実施中 上記のとおり

Ｈ26

上記のとおり

合　計

Ｈ25

上記のとお
り

上記のとおり 上記のとおり

Ｈ25

上記のとおり

－ － －

事業実施中に不断の事務改善
を検討・実施しております
が、事業内容に変更はありま
せん。

維持

本事業は、他の障がい種別と
の公平性を図っているもので
あり、制度が確立されるまで
は今後も事業を継続すること
が相当である。

他の障がい種別と
の公平性が図られ
るまでは継続実施
していく。

10 8 8 8 8

Ｈ24
以前

精神障がい
者

　精神障がい者に対し、社会復帰施設への通所
に要した交通費の一部を助成した。

登別市精神障害者
社会復帰施設通所
交通費助成要綱

支給対象者数 人 14

H10 － ソフト
一般
会計

　精神障がい者の
自立と社会復帰を
支援することによ
り、障がい福祉の
向上を図ることを
目的とする。

Ｈ24

23 2-⑤

精神保健対
策経費（精
神障害者通
所交通費助
成金）

保健
福祉
部

障害
福祉
Ｇ

Ｈ26

上記のとおり

合　計



Action

事業の目的 年度

対象者等
※ハード事業
の場合は、施
設名を記載

事業の内容
根拠法令、条例、
要綱等

指標名 単位
Ｈ24
実績

Ｈ25
実績

Ｈ26
目標

Ｈ27
目標

Ｈ28
目標

Ｈ29
目標

Ｈ24
決算

Ｈ25
決算

Ｈ26
予算

Ｈ27
予算案

Ｈ28
予算案

Ｈ29
予算案

名称

評価の判断理由、特記事項
など
（妥当性、有効性、効率性、成
果）

今後の事業の方
向性
【Ｈ27以降】

事業
区分

会計
種別

Plan  ・  Do Check

事業概要 事業の成果、目標 各年度の決算額、当該年度の予算額、今後の予算案　【　単位　：　千円　】
第２期基本計画第３次実施計画期間
中（Ｈ24～Ｈ26）における事業内容の
変更・改善等の状況

評価
ＮＯ 施策

事業名
【事務事業
コード】

部名及びグ
ループ名

開始
年度

終了
年度

国庫
支出金

道
支出金

地方債

その他

一般
財源

445 452 543 543 543 543

13331006 445 452 543 543 543 543

国庫
支出金

道
支出金

地方債

その他

一般
財源

460 460 460 460 460 460

13331007 460 460 460 460 460 460

国庫
支出金

道
支出金

地方債

その他

一般
財源

50 50 50 50 50 50

13331008 50 50 50 50 50 50

国庫
支出金

道
支出金

地方債

その他

一般
財源

100 100 100 100 100 100

13331009 100 100 100 100 100 100

国庫
支出金

地域生活支援事業
費補助金

83 11 155 155 155 155

道
支出金

市町村地域生活支
援事業費補助金

42 6 77 77 77 77

地方債

その他

一般
財源

75 212 228 228 228 228

13332001 200 229 460 460 460 460

1 1 1 1 1

Ｈ26

上記のとお
り

上記のとおり実施中 上記のとおり

Ｈ25

上記のとお
り

上記のとおり 障害者総合支援
法、同法施行令、
登別市障害者社会
参加等促進事業実
施要綱

Ｈ25

上記のとおり

助成団体数 団体 1

事業実施中に不断の事務改善
を検討・実施しております
が、事業内容に変更はありま
せん。

維持

本事業は、障害者総合支援法
に基づく地域生活支援事業の
社会参加促進事業として位置
づけられており、障がい者の
ニーズに応じた事業を実施す
ることにより、障がい者の自
立と社会参加の促進につなが
ることから、今後も事業を継
続することが相当である。

事業の継続を図
り、会員の自立更
生や社会参加を促
進させていく。

1 5 5 5 5

Ｈ24
以前

本助成事業を行
うために組織さ
れた団体から推
薦を受けた者、
障がい者団体及
び障がい者のボ
ランティア活動
を支援する団
体、

　障がい者の社会参加活動等をボランティアにより支援す
る奉仕員等の養成及び精神障がい者のボランティア活動促
進を図るため、養成経費の一部を助成した。（障害者自立
支援法において、地域生活支援事業として位置づけられて
いる。）
【助成事業の内容】
障がい者団体のボランティア活動支援、奉仕員養成研修事
業、スポーツ・レクリエーション指導員養成事業

障害者自立支援
法、同法施行令、
登別市障害者社会
参加等促進事業実
施要綱

助成人数 人 0

H8 － ソフト
一般
会計

　精神障がい者の
ボランティア活動
支援と市民を対象
とした手話通訳
者・要約筆記者の
養成等及びスポー
ツ・レクリエー
ション指導員の養
成を図ることによ
り、障がい者の社
会参加活動の促進
を目的とする。

Ｈ24

上記のとおり実施中

Ｈ26

上記のとおり

合　計

32 3-②

社会参加促
進事業（社
会参加等事
業補助金）

保健
福祉
部

障害
福祉
Ｇ

13 17 12 12 12 12

Ｈ26

上記のとおり

合　計

一般
会計

　登別市手をつな
ぐ育成会の活動を
支援することによ
り、会員の自立更
生や社会参加の促
進を図ることを目
的とする。

Ｈ24

会員

Ｈ25

上記のとお
り

Ｈ26

上記のとお
り

維持

会費収入が少ない団体の活動
を促進するためには、市の助
成が必要である。また、助成
することにより、団体の活発
な活動が展開され、会員の自
立更生や社会参加の促進が図
られることから、今後も事業
を継続することが相当であ
る。

事業の継続を図
り、会員の自立更
生や社会参加を促
進させていく。

25 25 25 25

Ｈ24
以前

事業実施中に不断の事務改善
を検討・実施しております
が、事業内容に変更はありま
せん。

Ｈ25

上記のとおり

31 3-①

登別市手を
つなぐ育成
会補助金 保健

福祉
部

障害
福祉
Ｇ

Ｓ51

事業活動回数（役
員会等を除く）

回 11 22 15 15

ソフト
一般
会計

　登別視力障害者
協会の活動を支援
することにより、
会員の自立更生や
社会参加の促進を
図ることを目的と
する。

　登別視力障害者協会に助成し、会員相互の学
習や親睦を深めるとともに、視覚障がい者に対
するボランティア活動等の福祉啓蒙を図り、視
覚障がい者の自立更生と社会参加を図った。
【団体事業実績】
声の広報活動、治療奉仕活動、ふれあいフェス
ティバル、社会研修

Ｈ26

上記のとお
り

上記のとおり実施中

　手をつなぐ育成会に助成し、会員（保護者及
び児童）相互の学習や親睦を深めるとともに、
地域の方々へ障がいについて啓蒙を図り、障が
い者の自立更生と社会参加を図る。
【団体事業実績】
療育旅行、ふれあいフェスティバル、果物狩
り、障害者週間記念事業、北海道育成会全道大
会

会員人数 人 46 28

上記のとおり

事業活動回数（役
員会等を除く）

回

－ ソフト

Ｈ25

上記のとお
り

上記のとおり

Ｈ25

会費収入が少ない団体の活動
を促進するためには、市の助
成が必要である。また、助成
することにより、団体の活発
な活動が展開され、会員の自
立更生や社会参加の促進が図
られることから、今後も事業
を継続することが相当であ
る。

事業の継続を図
り、会員の自立更
生や社会参加を促
進させていく。

10 10 10

Ｈ24
以前

事業実施中に不断の事務改善
を検討・実施しております
が、事業内容に変更はありま
せん。

維持

上記のとおり

15 15

会員人数 人 12 10 10

Ｈ24

会員

30 3-①

登別視力障
害者協会助
成事業 保健

福祉
部

障害
福祉
Ｇ

Ｓ59 －

22 24 25 25 25

Ｈ26

上記のとお
り

上記のとおり実施中

Ｈ26

上記のとおり

合　計

Ｈ25

上記のとお
り

上記のとおり

Ｈ25

上記のとおり

事業活動回数（役
員会等を除く）

回 18

事業実施中に不断の事務改善
を検討・実施しております
が、事業内容に変更はありま
せん。

維持

会費収入が少ない団体の活動
を促進するためには、市の助
成が必要である。また、助成
することにより、団体の活発
な活動が展開され、会員の自
立更生や社会参加の促進が図
られることから、今後も事業
を継続することが相当であ
る。

事業の継続を図
り、会員の自立更
生や社会参加を促
進させていく。

72 72 72 72 72

Ｈ24
以前

会員 　登別身体障害者協会に助成し、障がい者相互
の交流や親睦を深め、文化、スポーツ等の活動
を通し、障がい者の社会参加活動を促進する。
【団体事業実績】
料理教室、会報発行年５回、ボッチャ大会、三
市合同パークゴルフ、障害者週間記念事業 会員人数 人 110

Ｓ45 － ソフト
一般
会計

　登別身体障害者
福祉協会の活動を
支援することによ
り、会員の自立更
生や社会参加の促
進を図ることを目
的とする。

Ｈ24

上記のとおり実施中 上記のとおり

Ｈ26

上記のとおり

合　計

29 3-①

登別身体障
害者福祉協
会助成事業 保健

福祉
部

障害
福祉
Ｇ

－ － － － － －

Ｈ26

上記のとおり

合　計

一般
会計

　身体障がい者の
自動車利用に係る
燃料費の経済的負
担を軽減すること
により、身体障が
い者の自立更生と
社会参加を促進
し、障がい福祉の
向上を図ることを
目的とする。

Ｈ24

障がい者
（児）（登
別市身体障
害者自動車
燃料費助成
事業実施要
綱）

Ｈ25

上記のとお
り

Ｈ26

上記のとお
り

改善

　身体障がい者の自立更生と
社会参加促進の観点から必要
な事業であり、重度障害者
（児）福祉タクシー事業のタ
クシーチケットの支給要件に
該当しながらタクシーを利用
できない障害者（児）に自動
車燃料費の経済的負担を軽減
することは妥当と判断する。

　重度障害者
（児）福祉タク
シー事業との統合
など、前回の事務
事業評価での判定
を検討しながら、
実態に合わせた事
業展開を進めてい
く。

27 27 27 27

Ｈ24
以前

事業実施中に不断の事務改善
を検討・実施しております
が、事業内容に変更はありま
せん。

Ｈ25

平成27年度を初年度とする
「（仮称）登別市障がい者支援
プラン」の策定に併せて、平成
26年度中に本事業の見直しを行
い、平成27年度から改善を行え
るよう、引き続き関係団体等と
本事業のあり方についての協議
やニーズ調査等を行う。

28 3-①

身体障害者
自動車燃料
費助成事業 保健

福祉
部

障害
福祉
Ｇ

Ｓ56

　身体障害者福祉法に基づき車椅子を受給して
いる障がい者等で、免税購入資格者として自動
車を購入した方を対象に、月30リットル分を限
度に自動車燃料費の税相当分を助成した。

登別市身体障害者
自動車燃料費助成
事業実施要綱

助成件数 件 24 29

上記のとおり 上記のとおり

－ －

－ ソフト



Action

事業の目的 年度

対象者等
※ハード事業
の場合は、施
設名を記載

事業の内容
根拠法令、条例、
要綱等

指標名 単位
Ｈ24
実績

Ｈ25
実績

Ｈ26
目標

Ｈ27
目標

Ｈ28
目標

Ｈ29
目標

Ｈ24
決算

Ｈ25
決算

Ｈ26
予算

Ｈ27
予算案

Ｈ28
予算案

Ｈ29
予算案

名称

評価の判断理由、特記事項
など
（妥当性、有効性、効率性、成
果）

今後の事業の方
向性
【Ｈ27以降】

事業
区分

会計
種別

Plan  ・  Do Check

事業概要 事業の成果、目標 各年度の決算額、当該年度の予算額、今後の予算案　【　単位　：　千円　】
第２期基本計画第３次実施計画期間
中（Ｈ24～Ｈ26）における事業内容の
変更・改善等の状況

評価
ＮＯ 施策

事業名
【事務事業
コード】

部名及びグ
ループ名

開始
年度

終了
年度

国庫
支出金

地域生活支援事業
費補助金

3,754 3,365 4,767 4,767 4,767 4,767

道
支出金

市町村地域生活支
援事業費補助金

1,876 1,911 2,383 2,383 2,383 2,383

地方債

その他
障害者地域生活支
援事業収入

130 138 130 130 130 130

一般
財源

9,255 10,350 8,576 8,576 8,576 8,576

13332002 15,015 15,764 15,856 15,856 15,856 15,856

435,325 453,647 490,173 490,007 490,007 490,007

244,370 246,734 291,485 291,441 291,441 291,441

0 0 0 0 0 0

34,405 35,884 42,544 42,544 42,544 42,544

303,213 327,018 362,726 360,735 360,735 360,735

1,017,313 1,063,283 1,186,928 1,184,727 1,184,727 1,184,727

435,325 453,647 490,173 490,007 490,007 490,007

244,370 246,734 291,485 291,441 291,441 291,441

0 0 0 0 0 0

34,405 35,884 42,544 42,544 42,544 42,544

303,213 327,018 362,726 360,735 360,735 360,735

1,017,313 1,063,283 1,186,928 1,184,727 1,184,727 1,184,727

Ｈ24
決算

Ｈ25
決算

Ｈ26
予算

Ｈ27
予算案

Ｈ28
予算案

Ｈ29
予算案

区分【再掲】

合計

一般財源

合計

一般会計　合計

国庫支出金

道支出金

地方債

その他

一般財源

全会計　合計

国庫支出金

道支出金

地方債

その他

委託事業所登録者
数

人 50 45 55 55

ソフト
一般
会計

　障がい者の創作
的活動又は生産活
動の機会を提供す
ることにより、社
会との交流の促進
等を図ることを目
的とする。

　障がい者の社会参加を促進するため、登別市
社会福祉協議会への委託により、創作的活動の
機会の提供、機能訓練、社会適合訓練、入浴
サービスを実施した。

Ｈ26

上記のとお
り

上記のとおり実施中

Ｈ25

上記のとお
り

上記のとおり 障害者総合支援
法、地域生活支援
事業実施要綱、登
別市障害者地域活
動支援センター事
業条例

Ｈ25

　本事業は地域生活支援事業
の市町村必須事業として位置
づけられている。
　障がい者の創作的活動や生
産活動、社会との交流の機会
の場の必要性からも本事業の
継続は妥当である。

　事業を継続し、
引き続き障がい者
の創作的活動や生
産活動の場を提供
することにより、
社会との交流の促
進に努めていく。

1 1 1

Ｈ24
以前

委託料を平成25年度より見直
した。

維持

事業実施中に不断の事務改善
を検討・実施しております
が、事業内容に変更はありま
せん。

55 55

障害者自立支援
法、地域生活支援
事業実施要綱、登
別市障害者地域活
動支援センター事
業条例 地域活動支援セン

ター委託事業所数
か所 1 1 1

Ｈ24

地域におい
て雇用・就
労が困難な
在宅障がい
者

上記のとおり

33 3-②

地域活動支
援センター
事業 保健

福祉
部

障害
福祉
Ｇ

H18 －

Ｈ26

上記のとおり

合　計


